
内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

○
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第

号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境

省

産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
四
項
（
第
二
十
一

条
の
十
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

農
林
水
産
大
臣

坂
本

哲
志

経
済
産
業
大
臣

齋
藤

健

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

環
境
大
臣

伊
藤
信
太
郎

1



特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令 

（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用

す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
の
申
請
） 

第
二
条 

法
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
（
次
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請

書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
の
提
出
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
者
及
び
当
該
申
請
に
係
る
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
に
お
け
る
法
第
二
条
第
十
一
項
の
大
学
等

（
以
下
「
共
同
実
施
者
」
と
い
う
。
）
の
定
款
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
並
び
に
申
請
者
又
は
共
同
実

施
者
が
登
記
を
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書 

二 

申
請
者
及
び
共
同
実
施
者
の
直
近
の
事
業
報
告
の
写
し
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類

2



を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
） 

三 
当
該
申
請
に
係
る
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
に
お
け
る
研
究
開
発
に
関
す
る
契
約
そ
の
他
の
取
決
め

に
係
る
書
類
の
写
し 

四 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
書
類 

イ 

申
請
者
又
は
共
同
実
施
者
が
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
を
実
施
す
る
に
当
た
り
法
令
上
行
政
機
関
の
許

認
可
等
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
許
認
可
等
を
い
う
。
）

を
必
要
と
す
る
場
合 

当
該
許
認
可
等
が
あ
っ
た
こ
と
又
は
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る

書
類 

ロ 

申
請
者
又
は
共
同
実
施
者
が
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
を
実
施
す
る
に
当
た
り
法
令
上
行
政
機
関
に
届

出
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
届
出
を
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合 

当
該
届

出
を
し
た
こ
と
又
は
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

五 

申
請
者
が
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な
資
金
の
使
途
及
び
調
達
方
法
に
つ
い

て
の
内
訳
を
記
載
し
た
書
類 

3



六 

申
請
者
及
び
共
同
実
施
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類 

イ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
暴
力
団
員
で
な
く
な

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
次
号
に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
事
業
活
動
を

支
配
す
る
者 

ロ 

法
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の

法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
な
い
者 

七 

申
請
者
及
び
共
同
実
施
者
の
役
員
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い

う
。
）
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類 

イ 

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
役
員
等
の
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び

意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者 

4



ロ 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
者 

ハ 

拘
禁
刑
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を

終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

ニ 

暴
力
団
員
等 

ホ 

法
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
法
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い

者 

ヘ 

認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
が
法
第
二
十
一
条
の
十
四
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
時
に
お
い
て
当
該
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
の
役
員
等
で
あ
っ

た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

３ 

第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
実
施
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。 

（
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
） 
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「
産
業
競
争
力
強
化
法
第

2
1
条
の

1
3
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
を
認
定
す
る
。

」
 

第
三
条 

主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
提
出
を

受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
同
条
第
三
項
の
定
め
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
特
定
新
需
要

開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
認

定
に
係
る
申
請
書
に
次
の
よ
う
に
記
載
し
、
こ
れ
を
認
定
書
と
し
て
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た

様
式
第
二
に
よ
る
書
面
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
三
に
よ
り
、
当
該
認
定
の
日
付
、

認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
及
び
共
同
実
施
者
の
名
称
、
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の

内
容
並
び
に
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
の
開
始
時
期
及
び
終
了
時
期
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
及
び
認
定
） 

第
四
条 

法
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
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「
産
業
競
争
力
強
化
法
第

2
1
条
の

1
4
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
す
る
。
」

 

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
申
請
書
の
提
出
は
、
変
更
前
の
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
写
し
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
実
施
期
間
は
、
当
該
変
更
の
認
定
の

申
請
前
の
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
に
従
っ
て
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
を
実
施
し
た
期
間
を
含

め
、
五
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

４ 

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
変
更
の
認
定
の
申
請
に
係
る
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
、
速
や
か
に
法
第
二
十
一
条
の
十
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
の
十
三
第
三
項
の
定

め
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
変
更
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、

そ
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
申
請
書
に
次
の
よ
う
に
記
載

し
、
こ
れ
を
認
定
書
と
し
て
当
該
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
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載
し
た
様
式
第
五
に
よ
る
書
面
を
当
該
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 
主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
六
に
よ
り
、
当
該
認
定

の
日
付
、
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
実
施
者
及
び
共
同
実
施
者
の
名
称
、
当
該
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活

動
計
画
の
内
容
並
び
に
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
の
開
始
時
期
及
び
終
了
時
期
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
四
第

一
項
の
変
更
の
認
定
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
軽
微
な
変
更
を
行
っ
た
認
定
特
定

新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
は
、
速
や
か
に
、
様
式
第
七
に
よ
り
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
変
更
の
指
示
） 

第
五
条 

主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
変

更
を
指
示
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
八
に
よ
る
書
面
を
、
当
該
変
更
を
指
示
す

る
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
の
取
消
し
） 
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第
六
条 

主
務
大
臣
は
、
法
第
二
十
一
条
の
十
四
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活

動
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
九
に
よ
る
書
面
を
、
当
該
認

定
が
取
り
消
さ
れ
る
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

主
務
大
臣
は
、
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
に
よ
り
、
当

該
取
消
し
の
日
付
、
当
該
認
定
を
取
り
消
し
た
者
の
名
称
及
び
当
該
取
消
し
の
理
由
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
実
施
状
況
の
報
告
） 

第
七
条 

認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
は
、
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
実
施
期
間
の
各
事

業
年
度
に
お
け
る
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
当
該
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
様
式
第
十
一
に
よ

り
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
命
令
は
、
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日
）
か
ら
施
行
す
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る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と
み
な
し
て
、
第
二
条
第
二
項
第
七
号

の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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様式第一（第２条第１項関係） 

 

特定新需要開拓事業活動計画の認定申請書 

 

年  月  日  

●●大臣 殿 

●●大臣 殿 

 

住 所      

名 称      

代表者の氏名      

 

産業競争力強化法第 21 条の 13 第１項の規定に基づき、下記の計画について認定を受け

たいので申請します。  

 

記 

 

１．特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者に関する事項 

２．特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期  

３．特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法  

 

（備考）  

１．特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）

が複数いる場合は、連名で申請する。 

２．申請者が特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者である場

合は、当該法人の発起人の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名を記載するものと

する。 

３．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領）  

１．特定新需要開拓事業活動計画の認定を受けようとする者に関する事項 

申請者に関して、次に掲げる事項を記載する。 

（1）名称 

（2）所在地 

（3）代表者の氏名 

（4）連絡先（電話番号） 

11



（5）設立年月日（又は設立予定年月日） 

（6）資本金又は出資金 

（7）役職員の構成 

（8）組織図 

 

２．特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期  

（1）特定新需要開拓事業活動の内容について、次に掲げる事項を記載する。 

①特定新需要開拓事業活動において実施する共同研究開発の内容 

②特定新需要開拓事業活動により開拓を目指す新たな需要の分野 

③特定新需要開拓事業活動により解決を目指す社会課題がある場合はその課題 

④特定新需要開拓事業活動計画の実施の工程 

⑤国際標準化に関する方針（法第 21条の 13第 3項第 3号に規定する事業分野に該

当しない場合は除く。） 

（2）特定新需要開拓事業活動の実施体制について、次に掲げる事項を記載する。 

①申請者の実施体制 

イ 申請者の組織内における特定新需要開拓事業活動に取り組む体制の整備の状

況（予定を含む。） 

ロ 申請者における産業標準、国際標準及び知的財産権の活用による新たな需要

の開拓に係る方針 

②共同実施者（第 2 条第 2 項第 1号に規定する共同実施者をいう。以下同じ。）の

実施体制 

イ 共同実施者の情報 

（ⅰ）名称 

（ⅱ）所在地 

（ⅲ）代表者の氏名 

（ⅳ）連絡先（電話番号） 

（ⅴ）設立年月日 

（ⅵ）資本金又は出資金 

（ⅶ）役職員の構成 

（ⅷ）組織図 

ロ 特定新需要開拓事業活動への参画に係る共同実施者の体制の整備の状況（予

定を含む。） 

（3）特定新需要開拓事業活動の実施時期について、年月日をもって、特定新需要開拓

事業活動の開始時期及び終了時期を記載する。 

 

３．特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法  
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特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその根拠並びに調達方法を

記載する。  
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様式第二（第３条第２項関係）  

 

特定新需要開拓事業活動計画の不認定通知書 

 

年  月  日  

       殿  

 

●●大臣 名      

●●大臣 名      

 

 令和  年  月  日付けで認定申請のあった特定新需要開拓事業活動計画について

は、下記の理由により認定をしないものとします。  

 

記 

不認定の理由 

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領）  

認定をしない理由を具体的に記載する。
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様式第三（第３条第３項関係）  

 

特定新需要開拓事業活動計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日  

２．認定特定新需要開拓事業活動実施者、共同実施者の名称  

３．認定特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動計画の内容  

４．特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期  

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領）  

「３．認定特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動の内容」中、認

定新需要開拓事業活動実施者の事業において公開すべきでない部分については、これ

を公表の対象として記載しない。 
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様式第四（第４条第１項関係）  

 

認定特定新需要開拓事業活動計画の変更認定申請書 

 

年  月  日  

●●大臣 殿 

●●大臣 殿 

 

（認定特定新需要開拓事業活動実施者） 

住 所      

名 称      

代表者の氏名      

 

 

 令和  年  月  日付けで認定を受けた特定新需要開拓事業活動計画について下記

のとおり変更したいので、産業競争力強化法第 21 条の 14 第１項の規定に基づき変更の認

定を申請します。  

 

記 

 

１．変更事項  

２．変更事項の内容  

 

（備考）  

１．認定特定新需要開拓事業活動実施者が複数いる場合は、連名で申請すること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領）  

変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。
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様式第五（第４条第５項関係）  

 

特定新需要開拓事業活動計画の変更不認定通知書 

 

年  月  日  

       殿  

 

●●大臣 名      

●●大臣 名      

 

 令和  年  月  日付けで変更認定申請のあった特定新需要開拓事業活動計画につ

いては、下記の理由により変更の認定をしないものとします。  

 

記 

不認定の理由 

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領）  

認定をしない理由を具体的に記載する。
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様式第六（第４条第６項関係） 

 

変更後の認定特定新需要開拓事業活動計画の内容の公表 

 

１．変更認定をした年月日 

２．変更後の認定特定新需要開拓事業活動実施者、共同実施者の名称  

３．変更後の認定特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動の内容 

４．変更後の特定新需要開拓事業活動の開始時期及び終了時期 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領）  

「３．変更後の認定特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動の内

容」中、認定新需要開拓事業活動実施者の事業において公開すべきでない部分について

は、これを公表の対象として記載しない。  
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様式第七（第４条第７項関係） 

 

認定特定新需要開拓事業活動計画の軽微な変更の届出書 

 

年  月  日  

●●大臣 殿 

●●大臣 殿 

 

（認定特定新需要開拓事業活動実施者） 

住 所      

名 称      

代表者の氏名      

  

 

 

 

 令和  年  月  日付けで認定を受けた特定新需要開拓事業活動計画について下記

のとおり軽微な変更をしたので、特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令第４

条第７項の規定に基づき届け出ます。 

 

記 

 

１．変更事項  

２．変更事項の内容 

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領）  

変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。 
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様式第八（第５条関係） 

 

認定特定新需要開拓事業活動計画の変更指示の通知書 

 

年  月  日  

 

      殿 

 

●●大臣 名      

●●大臣 名      

 

 令和  年  月  日付けで認定した特定新需要開拓事業活動計画については、下記

の理由により変更を指示します。 

 

記 

変更を指示する理由 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

変更を指示する理由を具体的に記載する。 
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様式第九（第６条第１項関係） 

 

認定特定新需要開拓事業活動計画の認定取消し通知書 

 

年  月  日  

 

       殿 

 

●●大臣 名      

●●大臣 名      

 

 令和  年  月  日付けで認定した特定新需要開拓事業活動計画については、下記

の理由により認定を取り消します。 

 

記 

認定を取り消す理由 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

認定の取消しの理由を具体的に記載する。 
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様式第十（第６条第２項関係） 

 

認定特定新需要開拓事業活動計画の認定取消しの公表 

 

１．認定取消しの年月日 

２．認定を取り消した者の名称 

３．認定取消しの理由 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

認定取消しの理由 

（1）認定取消しの理由を具体的に記載する。 

（2）認定を取り消した者の事業において公開すべきでない部分については、これを公表

の対象として記載しない。 
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様式第十一（第７条関係）  

 

令和  年度における認定特定新需要開拓事業活動計画の実施状況報告書 

 

年  月  日  

●●大臣 殿 

●●大臣 殿 

 

（認定特定新需要開拓事業活動実施者） 

住 所      

名 称      

代表者の氏名      

   

 

 

 令和  年  月  日付けで認定を受けた特定新需要開拓事業活動計画の令和  年

度の実施状況を下記のとおり報告します。  

 

記 

 

１．実施した特定新需要開拓事業活動の内容  

２．その他  

 

（備考）  

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

（記載要領）  

  認定特定新需要開拓事業活動実施者が実施した特定新需要開拓事業活動の内容を記載

する。ただし、当該内容を記載した書類が他にある場合にあっては、当該書類を添付する

ことでこれに代えることができる。 

 

23


	05_特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令（案）.pdf
	s59512408005.pdf
	【最終指摘反映版】①-5_特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令_240716.pdf
	【最終確認用】①-5_（様式）特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令.pdf




